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連邦第10巡回区控訴裁判所は、オクラホマ州連邦地方裁判所のサマリー・ジャッジメントを維持
し、被告が勝訴した。同判決において、問題となっている営業秘密の特定性が不十分であったこ
と、主張された営業秘密の秘密管理性が欠如していたことが理由として挙げられている。本訴訟
（Double Eagle Alloys, Inc. v. Hooper）には、連邦営業秘密保護法（DTSA）、オクラホマ州統一営
業秘密保護法（OUTSA）、コモンロー上の不正使用、民事共謀に関する主張が含まれていた。

原告（Double Eagle社）は、元従業員が退職時に同社から機密ファイルを盗み出し、その中には、
製品品質仕様書、価格データ、顧客の図面が含まれていた、と主張した。連邦地方裁判所は、原告
において秘密保護対象の情報と保護対象外の情報が十分に区別されていなかったことなどを理由
に、原告は対象資料が営業秘密の保護に値することを立証できなかった、と判断した。同裁判所
は、秘密性の証拠が不足しているとしてコモンロー上の不正使用の主張も排斥し、また、基礎とな
る不法行為が存在しないとして民事共謀の主張も排斥した。

原告は、連邦地方裁判所の判決における各根拠について控訴した。しかし、連邦第10巡回区控訴裁
判所は、連邦地方裁判所のサマリー・ジャッジメントを維持し、Double Eagle社が、対象資料が営
業秘密の保護に値することの立証責任を果たさなかった、と判断した。対照的に、被告側は、同一
または類似の製品品質仕様を独自に開発した証拠や、その他資料が一般に容易に取得可能であった
ことを示す証拠を提出していた。また、同控訴裁判所は、原告が、当該情報の秘密管理性を確保す
るためにどのような措置を講じたかを立証できておらず、多くの文書は既に競合他社や顧客を通じ
て入手可能であった、とした連邦地方裁判所の判断を維持した。価格データや顧客の図面などの重
要な情報は、既に公開されていたか、第三者と共有されていた。さらに、同控訴裁判所は、原告が
提出した宣誓供述書が結論を述べるものであり、営業秘密の内容やその保護方法について具体性を
欠く、と指摘した。

本判決により、営業秘密の保護を受けるための原告の立証責任の重さが強調されたといえる。
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